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橿原市第４次総合計画　後期基本計画

現状 課題

目指す姿

公園 ・ 緑地21.21.

市民等の参加により公園 ・ 緑地などの身近な潤い空間が管理され、 誰

もが憩いの場として快適に利用できています。

l公園・緑地は、 日常的には子どもの遊び場・

健康運動の場 ・ 憩いの場などとして利用さ

れるとともに、 その存在自体が環境改善や

防災性の向上などの機能的役割を果たして

います。 また、 日常管理における担い手不

足が生じています。

l地域の公園 ・ 緑地に対するニーズをきめ細か

く把握し、 それぞれの公園 ・ 緑地においては

どのような役割を持たせるべきかを見極める

必要があります。

l整備から 30 年以上経過した公園 ・ 緑地が多

数あり、 遊具等の公園施設の劣化が進んでい

ます。

l老朽化した遊具は事故の危険性があることか

ら、 更新を図り、 安全性を確保していく必要

があります。

白橿近隣公園
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成果を測る指標

関連する
SDGs

取組みの方向性 方向性の説明 取組み例

関連する個別計画

多様な主体との連携 市民や民間事業者との連携により、

公園の魅力を高める維持管理運営

を行います。

l市民との公園の管理協定の

締結

l指定管理者制度 ・ P-PFI 制

度※の活用

公園施設の健全度向上 老朽化した公園施設の計画的な補

修 ・ 更新を行います。

l公園施設長寿命化計画に基

づく施設の更新

市内に憩いの場として利用できる公園 ・ 緑地があると感じる市民の割合

実績値 :43.2%

社会資本総合整備計画 橿原市緑の基本計画
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橿原市第４次総合計画　後期基本計画

現状 課題

目指す姿

まちづくり ・ 景観22.22.

近代的な都市機能と歴史的景観が共存しており、 市民がそれらを本市

の魅力と感じています。

l少子高齢化や人口減少の進行とこれまで整

備してきた社会インフラの老朽化が進んで

います。 一方で京奈和自動車道など新たな

幹線道路等や国民スポーツ大会など大規模

イベントに向けた各種計画等の整備が進め

られており、 世界遺産登録などを契機に歴

史文化遺産や景観に対する市民の関心が高

まっています。

l地域の低密度化や既存の公共施設維持負担

の増加から市民生活の維持やこれまでの公共

サービスを持続することが困難になる可能性

があります。 一方で、 道路整備が進んだ周辺

地域や新たな施設計画の推進で土地の利活用

ニーズが高まりつつあり、 地域の特性や歴史

的資源や景観との調和が必要です。

l奈良県と協働してまちづくりに取組んでお

り、 市民や民間事業者等が協働 ・ 参画する

地域特性を活かしたまちづくりを進めてい

ます。

l奈良県の中南和の拠点都市としてさらなる賑わ

いを創出するまちづくりが求められています。

l歴史と現代が調和した個性ある景観形成が

進んでいます。

l本市特有の歴史的資源を残しながらも、 今後

さらに、 それぞれの地域の個性に応じた景観

形成を進めるために、 市民の景観に対する理

解を深め、 協働していくことが必要です。

大和三山
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成果を測る指標

関連する
SDGs

取組みの方向性 方向性の説明 取組み例

関連する個別計画

都市機能の集約と地域の
特性を踏まえた持続可能
なまちづくり

都市機能を集約 ・ 充実させ市街地の

無秩序な拡大を抑制するとともに、

地域の実情やニーズを踏まえ、 快適

で秩序ある持続可能なまちの形成

に向け、 計画的な土地利用の規制 ・

誘導を図ります。

l立地適正化計画

l適切な土地利用への誘導

l地区計画の策定

★ 中南和の拠点都市に
    ふさわしいまちづくりの
    推進

奈良県とのまちづくりに関する包括

協定に基づき、 観光 ・ 交通 ・ 医療等

のそれぞれの取組みが有機的につな

がり、 その効果を広域的に発揮でき

るまちづくりを展開します。

l大和八木駅周辺地区まちづく

り基本計画に基づく個別事業

の実施

l医大周辺地区まちづくり基本

構想、 基本計画の検討及び

個別事業の実施

★ それぞれの地域の

    個性に応じた景観形成

景観に関する啓発や魅力ある景観の

PR を行うとともに、 各種法令に基

づく適切な手続きの指導 ・ 協議を行

います。 また、 関係機関との連携を

図ります。

l関係法令に基づく指導 ・ 協議

l建築物や屋外広告物への適

切な規制 ・ 誘導

l景観に関する啓発

l魅力ある景観の PR

l住民や関係機関と協働した

名勝大和三山の魅力の向上

快適性 ・ 利便性 ・ 安全性と歴史ある景観が共存していると感じる市民の割合

実績値 :45.9%

橿原市都市計画マスタープラン

社会資本総合整備計画

大和八木駅周辺地区まちづくり基本計画

橿原市景観計画

橿原市景観形成ガイドライン

大和三山眺望景観保全計画

橿原市色彩ガイドライン

耳成山風致地区保全方針

畝傍山風致地区保全方針

香久山風致地区保全方針

藤原宮跡風致地区保全方針

菖蒲池古墳風致地区保全方針
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橿原市第４次総合計画　後期基本計画

現状 課題

目指す姿

歴史 ・ 文化財23.23.
文化財を調査し、 適切に保存 ・ 活用することで、 市民が文化財と触れ

合うことができます。 触れ合いを通して、 その価値を理解し、 本市の

歴史に誇りと愛着を持ちます。

l世界遺産登録を目指す 「飛鳥 ・ 藤原の宮都」

の 19 の構成資産※のうち、 市内には 4 つ

の構成資産があり、 その保存と活用を行っ

ています。 また、 構成資産近隣の地元住民

が構成資産の保存や活用に取組んでいます。

l構成資産を保存していくためには、 多くの市

民の協力が必要です。 市民が、 世界遺産を通

じて、 本市の歴史にさらなる誇りや愛着を持

ち、 構成資産を守っていく気持ちを育むため

には、 世界遺産の価値を伝えるための整備が

必要です。

l地域の歴史 ・ 文化を伝える貴重な文化財が

多数存在し、 文化財指定の取組みや修理事

業、 調査研究を行っています。

l本市の有する豊かな文化財を守るため、 文化

財の調査研究を進め、 その価値付けを行い、

未来へ伝えていくことが求められます。

l縄文時代より続く本市の歴史を理解しても

らうため、 出前講座等により市民が知的好

奇心を満たす取組みを行っています。 また、

歴史に憩う橿原市博物館では、 本市の歴史

を伝えるため、 地域の資料を収集 ・ 保管し、

調査研究した成果を展示や講座などで発信

するとともに、 啓発の一環として他機関と

の連携事業や体験学習等を行っています。

l文化財の指定や修理等を通して文化財を守る

だけでなく、 市民が郷土の文化財に触れ、 理

解を深めていくことが必要です。 また、 歴史

に憩う橿原市博物館においては、 来館者が歴

史への興味を持つために博物館の取組みに触

れる機会を増やすことが必要です。 また、 郷

土の歴史に対する理解や郷土愛を深めるため

に市民が博物館で知識や歴史の楽しさを体感

できる工夫が必要です。

l今井町は平成 5(1993) 年に国の 「重要伝

統的建造物群保存地区」 に選定され、 伝統

的な建造物の数が全国最多となる 500 件

を数える美しい歴史的町並み景観を有して

います。

l景観の保全も進んでおり、 その歴史的資源を

継承していくため、 まちの賑わいや活力の創

出が必要です。
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成果を測る指標

関連する
SDGs

取組みの方向性 方向性の説明 取組み例

関連する個別計画

★ 世界遺産の価値を
    伝えるための整備

世界遺産としての価値を伝えるための

整備や展示の充実を図ります。 また、

世界遺産の価値を伝える啓発活動を

推進し、 市民が構成資産の保存と活

用へ関わるきっかけをつくります。

l解説板や AR ※等デジタルコ

ンテンツの作成

l資料室等での展示

l講演会 ・ 出前講座 ・ 出前授

業の実施

l藤原宮跡での花園植栽

文化財の保存 ・ 調査 文化財を未来へ継承していくため、

市内に存在する多種多様な文化財に

ついて、 その保存と調査研究を行っ

ていきます。

l史跡の維持管理

l史跡の整備 ・ 公有化

l市指定文化財の拡充

l各種文化財の調査

★ 文化財の活用 ・ 普及啓発 本市の文化財を活用することで市民

の文化財への愛着を育むとともに、

郷土の歴史に対する理解の促進を

図ります。 取組みにあたっては、 展

覧会やイベントに対する理解度や満

足度を把握し、 他機関とも協力しつ

つイベント内容の充実を図ります。

l各種情報媒体での文化財 ・

博物館情報の発信

l講演会やイベント出展等の啓

発活動

l展覧会の企画及び開催

l博物館イベントに関連する講

演会やイベント出展等の啓発

活動

★ 町並み景観の維持 ・ 向上

    と賑わい ・ 活力の創出

町並み景観を構成する伝統的建造

物の保存と活用、 建築物等の修景や

電線類の地中化により歴史的町並み

景観の維持・向上に努めます。 また、

まちづくりの各種団体と連携してま

ちの賑わいと活力を創出します。

l歴史的建造物等の保存 ・ 活用

l建築物等の修景整備

l電線類の地中化整備

l地区内の公共施設の適切な

維持管理

l歴史的町並みの各種媒体で

の情報発信

本市の歴史に誇りと愛着を持つ市民の割合

実績値 :53.4%

橿原市内史跡名勝保存活用計画 特別史跡藤原宮跡保存活用計画
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橿原市第４次総合計画　後期基本計画

現状 課題

目指す姿

観光 ・ 交流24.24.

地域とともに本市の魅力を PR することで、 中南和地域の観光 ・ 交流

の拠点としてまちに多くの人が訪れています。

lシティプロモーション※の一環として包括連携

協定先との取組み等の実施により、 行政以外

からの情報発信につながり、 一定の本市の認

知度向上に寄与しています。 今後、 地域の担

い手が減少するなかで、 地域の魅力を向上

させていくためには、 国際間 ・ 自治体間 ・ 地

域間での連携がますます重要です。

l幅広いターゲット層への市の魅力が伝えられ

ておらず、 市の認知度が低いことが課題です。

また、 行政主体の取組みが主となっており、

地域全体での取組みにまで広がっていないこ

とも課題です。 地域の魅力を高め、 市民等の

主体的な発信につなげるためには、 官民問わ

ず積極的な交流 ・ 広域連携の推進が求められ

ます。

l「日本国はじまりの地」 として本市の周知を

進めた結果、 「日本国はじまりの地　橿原」

を聞いたことがある人が増えています。 ま

た、 大阪、 京都、 名古屋といった大都市圏

や著名な観光地との相互アクセスが容易な

結節点となっていることは本市の強みといえ

ます。

l「日本国はじまりの地」 という、 国内外に高い

訴求力が期待できるキャッチフレーズを利用
し、 本市の認知の向上を図ることにより、 旅
行者の目的の地、 行ってみたいあこがれの地
として定着させることが課題です。 また、 本
市を拠点とする広域観光を進めることにより、
広域的な観光圏として、 エリア全体の認知度
の向上と観光消費額を向上させることが課題
です。

l来訪者の満足度を高め、 再訪意向率を向上

させることで来訪者数の増加と観光消費額

の拡大を図る必要があることから、 観光の

高付加価値化や受入れ環境の整備を行って

います。

lデジタル技術を活用し、 来訪者の利便性向上

を進め、 快適で安心 ・ 安全な滞在環境づくり

等、 観光客目線での利便性を意識した受入れ

環境の整備が課題です。 また、 オーバーツー

リズム※等にも留意し、 住民生活や地域の歴

史 ・ 文化、 自然環境等とのバランスの取れた

観光地づくりが課題です。

l自然や地域の文化を活かし、 住民の暮らし

の向上にもつながる 「持続可能な観光」 の

重要性が指摘されています。 また、 持続可

能な観光地域づくりのため、 「住民自身の郷

土愛を盛り上げた上での誇れる観光都市の

実現」 を目指しています。

lイベント開催や積極的な情報発信、 官民連携

による人材育成などにより、 シビックプライド

( 郷土愛 ) を醸成することが求められます。 ま

た、 関連団体 ・ 事業者等との連携や人材の確

保を進め、 本市の持続的な観光推進体制の構

築が課題です。

l本市の認知度が低く、 移住者の受入体制の

整備も不十分であるため、 本市への移住検

討者の増加が僅少となっています。

l移住検討者へのサポート体制の充実や、 認知度

向上に向けた移住プロモーションが必要です。
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成果を測る指標

関連する
SDGs

取組みの方向性 方向性の説明 取組み例

関連する個別計画

本市のプロモーションがうまく伝わっていると感じる市民の割合

実績値 :11.9%

関連する個別計画

橿原市観光基本計画

★ 地域とともに市の魅力
向上

歴史 ・ 文化資源、 交通利便性等の

橿原市の強みを活かした周遊促進に

つながる観光プロモーション※を行

います。 また、 行政のみならず、 地

域も主体的にアイデアを出せる仕組

みをつくり、 市の魅力を高めていき

ます。

l様々な主体との連携による

発信

l地域主体による魅力発信の

仕組みづくり

l各種交流の実施

★ 県市域を越えた広域連携 本市が広域的な観光ネットワークの

拠点となるよう、 周辺自治体等との

連携を強化します。 また各地域の魅

力ある観光スポットを有機的に結び

つけ、 周遊ルートの形成や情報発信

に取組みます。

l周遊ルートの造成

l首都圏や大都市圏への観光

プロモーション

★ 観光客目線での利便性を

    意識した受入れ環境の

    整備

本市来訪時における利便性を向上さ

せるため、 旅ナカツール※の拡充を

図ります。 また、 観光施設の整備 ・

更新を適切に進めることにより、 来

訪者に良質な体験を提供するととも

に満足度の向上に繋げます。

lデジタルパンフレットの作成

や多言語への対応

l観光トイレ等の適切な維持管理

★ 官民連携による人材育成 地域への誇りや愛着の醸成が進むよ

う、 地域イベントへ市民の参加を積

極的に呼びかけ、 市民と来訪者との

交流機会の拡大に努めます。 また、

民間主導で観光振興に取組める環

境づくりに努めます。

l地域に根付いたイベントへの

支援

l専門知識 ・ 技術を持つガイド

の人材育成

★ 移住者の受入体制整備と

移住プロモーションの

充実

先輩移住者コミュニティとの連携や

相談体制の整備、 移住プロモーショ

ンの展開により、 認知度向上と関係

人口増加に繋げます。

l移住 PR 動画や SNS を活

用した情報発信
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橿原市第４次総合計画　後期基本計画

現状 課題

目指す姿

商工業 ・ しごと25.25.

起業や事業拡大により市内商工業が発展するとともに、 働きやすい職

場環境が整備され、 多様な人材が活躍しています。

l記録的な円安や物価高騰により、 地域経済

や中小企業者を取り巻く経営環境は厳しい

状態が続いています。 また、 後継者不足も

深刻となり、 地域経済 ・ 社会を支える貴重

な雇用や技術が失われる可能性があります。

l経営状況が悪化している中小企業者への支援

や適切な支援制度の情報提供、 創業者への支

援や事業承継にかかる支援も求められます。

l少子高齢化による人口構造の変化や働き方

の多様化に伴う労働時間の短縮等の影響に

より、 人材や人手が不足しています。

l世代や性別を問わず、 市内で働きたい方が、

いきいきと働くことのできる雇用、 労働環境

の整備が求められます。 また、 人材不足解消

にかかる支援が求められます。

l企業立地を推進することは、 雇用の創出等

の原動力となり、 市民生活の安定と地域経

済の活性化に寄与します。

l事業所や企業の新規立地や、 増設 ・ 建替え等

に対応するための用地が不足しているため、

市内事業者の転出が懸念されるほか、 市外事

業者の転入の対応が課題です。

橿原市事業者支援ガイドブック
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成果を測る指標

関連する
SDGs

取組みの方向性 方向性の説明 取組み例

関連する個別計画

★ 中小企業者 ・ 創業者への
    支援

商工会議所やよろず支援拠点と連携

した創業者の支援や、 事業承継 ・ 引

継ぎ支援センター等の関係機関と連

携したサポートをしつつ、 経営状況

が悪化している中小企業者へ、 国 ・

県 ・ 市の支援制度を適切に情報提

供していきます。

l中小企業者への資金繰り支援

l市内中小企業人材の確保 ・

育成の支援

l中小企業の事業承継対策

l販路開拓の支援

★ 就労や人材確保の支援 労働局やハローワークと連携し、 就

労や人材確保に関する支援制度等の

情報提供、 企業と求職者のマッチン

グを支援します。

l関係機関と連携した合同企業

説明会の実施

lさまざまな立場の人の就労

支援

l労働環境に関する意識啓発

l仕事や就職に関する相談対応

★ 未利用の市有地の活用と

    新たな産業用地の整備

企業立地のため、 未利用の市有地を

活用するほか、 本市の高い交通利便

性を活かした産業用地を整備します。

l関連法令を活用した産業用

地整備

商業施設が立地し、 日常生活に必要な物品の調達やサービスが充足できると感じる
市民の割合

実績値 :54.9%

創業支援等事業計画 橿原市導入促進基本計画
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橿原市第４次総合計画　後期基本計画

現状 課題

目指す姿

農業26.26.

環境にやさしい農業が営まれ、 市民が食と農に関心をもっています。

l食のグローバル化やライフスタイルの変化に

より食料需給を取巻く環境の変化が進んで

います。

l農産物の安全性を確保しつつ、 市内農産物の

さらなる流通拡大が求められます。

l若年層の農業離れや農業従事者の高齢化等

により、 農業の担い手が減少し、 耕作放棄

地が増加しています。

l新たな担い手を確保することで、 耕作放棄地

の増加を防ぐとともに、 効率的 ・ 安定的な農

業経営に向けて農地の集約化が求められます。

l早期に整備された農地・農業用施設 ( 井堰・

ため池等 ) の経年劣化が進んでいます。 ま

た、 自然災害や有害鳥獣の被害が増加して

います。

l計画的な修繕 ・ 改修により自然災害の被害を

防止や、 農作物への食害を防止することで、

持続的な農業が営める対策が求められます。

橿原市特産品の一例イチゴ
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成果を測る指標

関連する
SDGs

取組みの方向性 方向性の説明 取組み例

関連する個別計画

地産地消※の推進 地域特産物のブランド化や農産物の

栽培技術の向上、 環境に配慮した農

産物の生産を支援します。

l市内産農産物のイベントの開

催や情報発信

l農業に関する情報発信

l地域特産物のブランド化

l市内産農産物の学校給食及

び市公園カフェでの活用

耕作放棄地を含めた
農地の活用

地域計画を策定し、 多様な農業の担

い手の確保 ・ 育成を行います。

l農地中間管理機構等との連携

l就農希望者受入れ体制構築

l農業従事者への支援と農福連

携※の推進

自然からの被害の防止 納品食材となる農産物の安定供給に

向けて、 農地や施設の維持管理の支

援や有害鳥獣対策等を実施します。

l農地 ・ 農業用施設等の改修

l維持管理の支援

l有害鳥獣対策の実施

l生産力向上への支援

地元の農産物を積極的に取り入れたいと感じる市民の割合

実績値 :57.1%

鳥獣被害防止計画

アライグマ防除実施計画

橿原市農業の有する多面的機能の発揮の促進

に関する計画




